
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

交通安全協会及び安全運転管理者協会から推薦をいただき、佐久地区の 18

事業所を「飲酒運転撲滅宣言事業所」として認定します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日 時 

  令和７年 11月４日(火) 午後２時から 
 
２ 場 所 
  佐久合同庁舎５階 講堂 
 
３ 内 容 
 (1) 認定証交付（長野県佐久地域振興局長より） 
 (2) 写真撮影 
 
４ 今年度認定事業所 
  18事業所 別紙のとおり 
 
 

「飲酒運転撲滅宣言事業所」認定制度について 
 

  平成 18年度から佐久地方部独自で実施。極めて悪質・危険な犯罪である飲酒運転を、

佐久地区の事業所等から発生させないことを目的に、その危険性、違法性、責任の重大

さを再認識し、従業員教育の徹底、交通安全意識の向上を図り､交通安全啓発の一助と

するもの。令和６年度までに 587事業所を認定。 

 

長野県（佐久地域振興局）プレスリリース  令和７年（2025 年）10 月 22 日 

 
「 飲 酒 運 転 撲 滅 宣 言 事 業 所 」 

認  定  証  交  付  式  を  開  催  し  ま  す 

 

（問合せ先） 

担当：長野県交通安全運動推進佐久地方部事務局 

(佐久地域振興局総務管理課内) 

中島  市村 

電話：0267-63-3133(直通) 

E-mail：sakuchi-kenmin@pref.nagano.lg.jp 




